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事務事業名 防犯対策費

根拠法令 薩摩川内市青色灯自主防犯活動事業補助金交付要領

補助経過年数 ６年以上１０年以下

平成28年度 青色灯自主防犯活動事業補助金 評価表 2

所管部課名 防災安全課 担当者 髙野

指標名 目標値 目標年度

成果指標① 　パトロール活動の回数 13,670 平成３３年度

平成28年度
予算額

966 千円

国県支出金 一般財源 その他 その他の内容

966

補助対象経費 青パトによる防犯活動に要する経費。

補助対象事
業・活動の内

容

防犯思想の普及、犯罪や事故のない安全・安心な街づくりのため本市内において、年間を通
じて概ね月４回以上、青パトによる防犯パトロール活動を実施してもらう。
実施した地区コミュニティ協議会、自主防犯組織等に対し活動補助などを実施するもの。

□運営補助のみ　　■事業補助のみ　　□運営補助と事業補助の両方　　□その他
補助金額又は

補助率
　青パト登録台数ごとに規定。

成果指標②

補助対象者
年間を通じて、パトロール活動を概ね月４回以上行うことができ、鹿児島県警察本部から青色回
転灯装着者による防犯活動を適正に実施できる証明を受けた団体。

上記項目の
積算方法

1～5台　21,000円、6～10台　42,000円、11～15台　63,000円、16台～　　84,000円
年度の途中で登録台数に変更があった場合、変更の翌月から計算する。

補
助
を
受
け
る
事
業
（
団
体
）

等
の

過
去
３
ヵ
年
の
決
算
状
況

項目
平成25年度 平成26年度 平成27年度

金額（円） 割合（％） 金額（円） 割合（％） 金額（円）

収
入

自己資金 0 0.0% 0 0.0% 0

0.0% 0
寄付金・その他助成 0.0% 0.0%

会費収入 0.0% 0.0% 0
事業収入 0.0%

0.0% 0.0%
市補助金 628,750 100.0% 764,750 100.0% 924,000

計 628,750 100.0% 764,750 100.0% 924,000
（前年度繰越金） 0.0% 0.0% 0

支
出

事業費 628,750 100.0% 764,750 100.0%

その他事務費 0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

924,000
人件費 0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

計 628,750 100.0% 764,750 100.0% 924,000
（翌年度繰越金） 0.0% 0.0%

翌年度繰越金/市補助金 0.0% 0.0% 0.0%
交付件数 21件 21件 21件

支出計/前年度支出計 121.6% 120.8%
自己資金/前年度自己資金

【前回評価】平成２５年度「現状のまま継続」・階段状になっている補助額を見直す必要がある。・補
助金の使途については、各地区コミュニティ協議会の裁量に任すべきで、ガソリン代に対する補助とい
うことではなく、自由に使えるように補助の性質についても精査する必要がある。
【前回評価への回答】使途をガソリン代の一部補助として交付しているが、使途をガソリン代に制限す
るものではなく、青パトによる防犯活動に要する経費として、コミュニティ協議会の裁量に任せてい
る。

成果指標の推移① 7,804 8,363 9,114
成果指標の推移② - - -

特
記
す
べ
き
事
項
等
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要件 評価 評価した内容についての説明

公
益
性

A

　地域における防犯思想の普及を図ることは、犯罪や
事故のない安全安心なまちづくりにつながり、極めて
公共性の高い内容であり、市民の公共の福祉に合致し
ている。

①　特定の目標・成果の達成に向けて、一定の
団体等に一定の補助を行うことが直ちに必要で
あると認められる。

②　社会的弱者の救済、地域的ハンディの克服
等の観点から、当面、補助を通じた行政の支援
が必要であると認められる。

有
効
性

A

　補助金の交付により、自主防犯組織等の活動がさら
に活性化されるなど有効に機能している。

A

　市域全体を広報するには経費がかかるため、行政で
直接実施するより、個別の地域ごと自主防犯組織が実
施していただき活動補助で支援することで、より低い
経費で効果的な活動が実現できうる。

A

　補助額は、ガソリン代支援程度で設定されており、
妥当な水準である。

A

　ボランティア的な活動に対する費用を補助している
ものである。

A
　地域コミュニティ協議などが活動実施主体であり、
その他の事業等においても一定の公益性が認められ
る。

A

　市域全体に普及するには経費がかかるため、行政で
直接実施するよりも個別の地域ごとに自主防犯組織が
実施したものに対して活動補助金により支援する方法
が、低廉かつ広く市民に普及できることからも、補助
金交付以外によるものは妥当性がない。

A

　防犯活動に要する経費は、コミュニティ協議会の裁
量に任せることとしており、明確に規定されていない
が補助目的に照らし、妥当性を欠くものとはなってい
ない。

≪視点別評価≫

　公益性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

　必要性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

　有効性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

　適格性・妥当性　⇒　　□高い　　　□低い

≪今後の改革の方向性≫

□現状のまま継続

□見直しの上で継続

　⇒今後の方向 □拡大 □他の補助金と統合

　　　　　　   □補助内容の改善 □縮小 □移管

□休止

□廃止

≪まとめ≫

〈補助金の見直し結果〉

内
部
評
価
（
一
次
）
結
果

≪今後の改革の方向性≫

外
部
評
価
結
果

■現状のまま継続

□見直しの上で継続

 ⇒今後の方向性□拡大 □他の補助金と統合

　　　　　　　　□補助内容の改善 □縮小 □移管

□休止

□廃止

≪上記方向の理由≫

　ボランティア的要素が大きく、かつ民間が主
体となって防犯活動に取り組んでおり、ガソリ
ン代程度の経費支出とはなっているものの、地
域を巻き込んだ効果的な事業であり、引き続き
実施していくべきものと判断する。

≪改革・改善の内容とそれを実施していくため
の手段・計画≫

　達成しようとする目標・成果が市民ニーズに
合致しており、かつ、その目標・成果の達成に
向けて、適切な効果を生じている。（その目
標・成果を測るための適当な効果指標の設定が
なされている。）

適
格
性
及
び
妥
当
性

①　補助の対象となる事業について、行政が直
接実施するよりも、行政以外の者が行う方が適
当であると明確に認められる。

②　補助率又は補助額が、明確な根拠によって
積算されたものであり、かつ、社会経済情勢に
照らし、著しく妥当性を欠く水準とはなってい
ない。（交付要綱の補助基準）

③　補助を受ける団体等の活動状況等に照らし
合わせて、自助努力がみられるなど、明らかに
半永続的・固定的な補助にはならないと見込ま
れる。

④　当該補助事業以外にその団体が行う活動の
状況においても一定の公益性が認められる。

⑤　特定の目標・成果の達成に向けて、当該補
助金等の交付以外に適当な政策手段がないか、
又は当該補助金等の交付が最も妥当な政策手段
であると明確に認められる。

⑥　補助の対象となる経費が、明確に規定さ
れ、その内容は補助目的に照らし、公費を充て
るものとして、著しく妥当性を欠くものとは
なっていない。

〈補助金の視点別評価〉　　　　　　　　　　　　【主管課評価・・・Ａ=合致、Ｂ=概ね合致、Ｃ=課題あり】

項　　目

　補助の対象となる事業又は補助を受ける団体
等の活動が、直接又は間接に、不特定多数の市
民の福祉の向上及び利益の増進に寄与してい
る。

必
要
性

　次のいずれかに該当するものである。

A

　上記の目標・成果の達成のために、引き続き一定の
補助を行う必要がある。
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